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（変更）「新設分割による分社化に関するお知らせ」の一部変更について 

 

 

 平成24年10月26日に発表いたしました「新設分割による分社化に関するお知らせ」の内容につきまして、新設会社

の商号を変更（株式会社アスモホールセールから株式会社アスモトレーディングへの変更）することを決定いたしまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。 

 なお、変更箇所には下線を付して表示しております。 

 

記 

【変更前】 

２．会社分割の要旨 

 （２）分割方式 

     当社を分割会社とし、株式会社アスモホールセールおよび株式会社アスモフードサービスを新設会社とする

分社型の新設分割であります。 

 

（３）割当株式数 

     新設会社となる株式会社アスモホールセールおよび株式会社アスモフードサービスは、普通株式 1,000 株を

発行し、すべてを分割会社である当社に割当交付するものであります。 

 

 （４）割当株式数の算定根拠 

     本新設分割は、当社が単独で行う新設分割であり、本件新設分割に際して、株式会社アスモホールセールお

よび株式会社アスモフードサービスが発行する株式は、すべて当社に割当交付されることから、第三者機関に

よる算出は実施しておりません。 

 

【変更後】 

２．会社分割の要旨 

 （２）分割方式 

     当社を分割会社とし、株式会社アスモトレーディングおよび株式会社アスモフードサービスを新設会社とす

る分社型の新設分割であります。 

 

（３）割当株式数 

     新設会社となる株式会社アスモトレーディングおよび株式会社アスモフードサービスは、普通株式 1,000 株

を発行し、すべてを分割会社である当社に割当交付するものであります。 

 

 （４）割当株式数の算定根拠 

     本新設分割は、当社が単独で行う新設分割であり、本件新設分割に際して、株式会社アスモトレーディング

および株式会社アスモフードサービスが発行する株式は、すべて当社に割当交付されることから、第三者機関

による算出は実施しておりません。 

 

 

N E W S  R E L E A S E 

株 式 会 社  ア ス モ 



【変更前】 

３．分割当事会社の概要 

 （２）新設会社（卸売事業） 

①商号 株式会社アスモホールセール 

②事業内容 牛肉・豚肉・食肉加工品の販売。他 

③設立年月日 平成25年4月1日（予定） 

④本店所在地 大阪府大阪市住之江区北加賀屋五丁目７番30号 

⑤代表者の役職・氏名 代表取締役社長 奥田 宏 

⑥資本金 10,000,000円 

⑦発行株式数 1,000株 

⑧純資産 140百万円 

⑨総資産 332百万円 

⑩決算期 3月31日 

⑪大株主および持株比率 株式会社アスモ  100% 

  （注）上記、⑧および⑨については、平成24年8月31日現在の貸借対照表に基づき算出したものである 

ため、分割の効力発生時点における純資産および総資産の額と異なる可能性があります。 

 

【変更後】 

３．分割当事会社の概要 

 （２）新設会社（卸売事業） 

①商号 株式会社アスモトレーディング 

②事業内容 牛肉・豚肉・食肉加工品の販売。他 

③設立年月日 平成25年4月1日（予定） 

④本店所在地 大阪府大阪市住之江区北加賀屋五丁目７番30号 

⑤代表者の役職・氏名 代表取締役社長 奥田 宏 

⑥資本金 10,000,000円 

⑦発行株式数 1,000株 

⑧純資産 140百万円 

⑨総資産 332百万円 

⑩決算期 3月31日 

⑪大株主および持株比率 株式会社アスモ  100% 

  （注）上記、⑧および⑨については、平成24年8月31日現在の貸借対照表に基づき算出したものである 

ため、分割の効力発生時点における純資産および総資産の額と異なる可能性があります。 

 

【変更前】 

〈別紙① 卸売事業〉 

 

承継権利義務明細表 

 

第１ 資産及び負債 

新設会社（株式会社アスモホールセール）は、本件新設分割の日において、下記に記載する分割事業に属する資

産、負債、その他の権利義務を承継する。新設会社の承継する資産及び負債は、平成24年８月31日を算定基準日

とし、同日現在の当社の貸借対照表を基礎として、本件新設分割の日までの増減を加除した上で確定する。 

 

【変更後】 

〈別紙① 卸売事業〉 

 

承継権利義務明細表 

 

第１ 資産及び負債 

新設会社（株式会社アスモトレーディング）は、本件新設分割の日において、下記に記載する分割事業に属する

資産、負債、その他の権利義務を承継する。新設会社の承継する資産及び負債は、平成24年８月31日を算定基準

日とし、同日現在の当社の貸借対照表を基礎として、本件新設分割の日までの増減を加除した上で確定する。 

 
以 上  


